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介護現場をよくする新人研修シリーズ
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介護現場をよくする新人研修
第１回【基礎編】
■介護の仕事の基本、尊厳とプライバシー
接遇・マナー、身体拘束・虐待防止、法令遵守など

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社
代表取締役 榊原 宏昌
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■第1部 19:00〜21:00
zoomセミナー（参加者のお名前やお顔は出ません）
ご意見/ご感想/ご質問（チャット）に対しリアルタイムに応答
※「すべてのパネリスト」宛にチャットをお願いします

■第2部 21:00〜21:30
希望者による口頭でのご質問・ご相談・他の参加者との交流等
参加者のお名前やお顔は出ます（ビデオOFFは可能）

■事前に資料送付、セミナー後に「動画データ」と「資料」を送付します
※急用やネット環境不良等の場合は後日動画でご視聴下さい
※法人内のみのご活用にとどめて下さい

■動画＋資料は一般販売もさせて頂きます（以前のものもご視聴可能！）

ご受講にあたって
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講師プロフィール

3

昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
京都大学経済学部卒業後、特別養護老人ホームに介護職として勤務
社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、
有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の仕事に携わる
15年間の現場経験を経て、平成27年4月「介護現場をよくする研究・活動」を目的として独立

著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間300回を超える
4児の父、趣味はクラシック音楽。ブログ、facebookは毎日更新中、日刊・週刊のメルマガ配信中
Zoomセミナー、動画講座も配信中。介護の読書会、介護現場をよくするｵﾝﾗｲﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ主催
天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■HMS介護事業コンサルタント ■WJU介護事業運営コンサルタント
■ＣーＭＡＳ介護事業経営研究会スペシャリスト ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■一般社団法人 考える杖 理事
■稲沢市介護保険事業計画策定委員会、地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営協議会、地域密着型ｻｰﾋﾞｽ運営委員会委員
■出版実績：日総研出版、中央法規出版、ナツメ社、メディカ出版、その他多数
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護現場をよくする研究・活動
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➢facebook、ブログ等を毎日更新、情報発信
➢メルマガ（日刊：介護の名言、週刊：介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢以上の情報はHP（「天晴れ介護」で検索）よりどうぞ
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はじめに
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多忙を極める介護現場において、
未経験の職員には「一日も早く独り立ちしてもらいたい」と考えるでしょう。
また、入職当初は教えた通り業務を行っていた職員が、
経験を積んでいく中で緊張感が薄れ、覚えたことを忘れてしまったり、
自己流になってしまうといったケースもあることと思います。
さらには、基本的な「やり方」や「手順」を覚えることは必要不可欠ですが、
利用者の状況は一人ひとり異なるため、臨機応変な対応をすることも重要です。
これら多様な課題を解決していくには、それぞれの業務の「重要性」をふまえた
介護の基本を理解することが求められます。

本講座では、介護職員が身につけておくべきテーマについて、
その理由も併せてわかりやすく解説します。
何事もはじめが肝心、新人職員のうちから介護の本質を理解することが大切です。

新人職員と、その指導に悩むベテラン、管理職の皆さんに
ぜひ学んで頂きたい内容をお伝えします。
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内容本日の内容【基礎編】

１．介護の仕事が必要な背景

２．考えてみよう！
〜利用者の立場になる、尊厳と自立支援〜

３．介護職の役割と介護保険制度を学ぶ

４．不適切ケアから学ぶ接遇・マナー

５．虐待・身体拘束防止、個人情報・プライバシー

６．チームケアの必要性

７．法令に基づくサービス提供

８．おわりに

6
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内容【各論編】
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１．食事のケア
２．睡眠のケア
３．排泄のケア
４．入浴のケア
５．介護職の基本姿勢
６．姿勢、移動
７．様々な生活行為
８．福祉用具、環境整備
９．感染症予防
10．病気・医療
11．リハビリテーション
12．緊急時対応

13．認知症
14．コミュニケーション
15．見守り介助
16．余暇活動
17．役割、仕事
18．家族
19．制度
20．記録
21．リスクマネジメント
22．ターミナルケア
23．介護サービスとは？
24．チーム
25．まとめ
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介護現場をよくする新人研修
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介護の仕事が必要な背景
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■高齢化率2019年3月 約28％（約3,500万人）
→2025年約30％、2050年約40％

■65歳以上の割合が
7％超=高齢化社会、14％超=高齢社会、21％超=超高齢社会

■要介護等認定者数 2019年3月 約660万人
（65歳以上高齢者の約2割、75歳以上の約3割、85歳以上の約6割)

■75歳以上の増加が著しい。今後も著しい
（ただし、市町村によって大きな違い）

介護の仕事が必要な理由

9
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能

介護の仕事が必要な理由

10
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厚生労働省の資料より

要介護認定

11
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■後期高齢者（75歳以上）の受診率は「○○」％

■後期高齢者（75歳以上）の要介護等認定率は「○○」％

■介護だけを必要としている高齢者は少ない。
医療も介護も、両方必要！

■入院しても、早期の退院が推奨されている
医療が必要な方が在宅や施設に戻ってくる

医療も介護も必要

12
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Ｑ１．認知症の方は何人？

Ｑ２．認知症予備軍の方は何人？

Ｑ３．要介護・要支援認定者は何人？

介護が必要になった主な原因の第1位は認知症

認知症の基礎知識クイズ

13
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平成２７年 国⺠生活基礎調査（厚生労働省） より

独居・老老介護のデータ

14
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介護現場をよくする新人研修
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考えてみよう！
〜利用者の立場になる
尊厳と自立支援〜
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よいケアを行うために必要なものとは何ですか？

■よいケア＝「○○・○○」×「○○」

考えてみましょう！

16
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今、お勤めの介護事業所で「利用者」になったら・・・
「されたら嫌だ！」と思うことは何ですか？

例）（デイで）家に帰りたいと言ったら怒られた
着替えの介助を荒々しくされた

考えてみましょう！

17
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今、お勤めの介護事業所で「利用者」になったら・・・
「してほしいなあ・・・」と思うことは何ですか？

例）喉が渇いたなあ、と思っているところに、お茶はどうですか？
と声をかけもらえる。
好きな音楽をかけてもらえる。

考えてみましょう！

18
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■基本
「自分がしてほしくないことは、他人にもしない」
「自分がしてほしいことは、他人にもする」

でも・・・、これで十分ですか？？？

考えてみましょう！

19
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能

考えてみましょう！

20
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■介護保険法（第1条：目的 より）

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により
要介護状態となり
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに
看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため
（中略）
国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法より

21
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■尊厳とは何ですか？

→尊厳を守る
→尊厳の保持

尊厳って何？自立支援って何？

22
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■尊厳とは、人格に備わる、何物にも優先し、
他のものでは取って代わることのできない絶対的な価値。

■モノは壊れてしまえば、新しいモノと交換することができるが、
人間はかけがえのない存在であり、ほかのモノで取って代わることはできない。

■したがって、人が、単なる手段や道具として扱われたとき（モノ扱い）
人間の尊厳は侵害されることになる。

（認知症ケア専門士テキストより）

モノと比較すると、生き物は何が異なりますか？

心・感情がある

五感がある（視覚・聴覚・
味覚・嗅覚・触覚）

家族がある

人工的に作れない

命がある

命の維持に
毎日のケアが必要

尊厳 ステップ①モノとの違い

23
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尊厳 ステップ②動物との違い
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尊厳 ステップ③他人との違い
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尊厳の意味

26
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■自立支援＝自分のことは自分でできること？

→そうなると、要介護５の人には自立支援が
できなくなる？

→自立支援には
「○○」的自立、「○○」的自立がある

→つまり、要介護５だったとしても、
思うように暮らすことができたら・・・？

尊厳って何？自立支援って何？

27
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■もしあなたが脳梗塞になって、
トイレに一人で行けなくなったら･･･？

１．自分で行けるようにリハビリ、福祉用具

２．適切な介助を受けて、思うように過ごせる

３．不適切な介助を受けて、思うように過ごせない
例）「あとでね」「さっき行ったでしょ！」

「臭いわあ」「介助が下手」
→不安、怒り、あきらめ･･･

尊厳って何？自立支援って何？

28
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介護現場をよくする新人研修
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介護職の役割と
介護保険制度を学ぶ
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介護職の役割とは

■介護の役割とは、
利用者の「○○○○」にいること

→そのことによって、「○○○」存在になることができる。

→では、何に「○○○」のでしょうか？

介護職の役割とは

30
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介護職の役割

■一番近くにいる介護職は、
・「○○○○」「○○」
・今の「○○○」
・「○○○・○○○○」「○○○○・○○○○○○」
・「○○○・○○○○○」「○○・○○」
・「○○」「○○○」
について、これらの状況や、これらの状況の変化を察知しやすい。
様々な状況についての「〇〇〇〇〇」になることができる。

■「気付く」→「心配する」→「考える」→「行動する」

■利用者は自ら言葉を発することができない人が多い。
ただし、たとえ、言葉を発することができたとしても、
話しにくい人、ちゃんと聞いてくれない人、否定的な人には
言葉を発しない可能性も高い。

第一発見者

健康状態 体調

気持ち

人格 生活歴

できる・できない できそう・できなさそう

したい・したくない 好き・嫌い

介護職の役割

31
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寄り添うケアについて

まず、、、
１．「何」に寄り添うのか？ 「○○○」と「○○○」

２．寄り添うケアをしたとして、、、
利用者の立場から見た時に、
いちいち口出しされたり、行動を制限されたりしたら、
どう思いますか？
→「○○○○○！」

３．寄り添うケアの主人公は「○○○」
私（介護職）が寄り添ってよいかどうかは・・・
「○○○」が決める！！！

寄り添うケアについて

32
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介護という仕事

■介護の仕事は、「人を相手として、人の手によって行われる」
対人サービスです。

■そのため、職員個々の資質や能力が、そのままサービスの質に
結びつきます。

■介護職員は、介護従事者として、守るべき倫理的価値と、
取るべき行動とは何かを考え、自らを律する必要があります。

■利用者の尊厳の保持、自立支援、個別性を基本とした良質で
適切なサービスを提供するために、介護職員として、基本的な
知識・技術・価値観を身につけましょう。

「クイズで分かる 介護職員 しごとの心得」第一法規出版 より

介護という仕事

33
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能

介護という仕事

34
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能

介護という仕事
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厚生労働省の資料より

介護保険サービス
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厚生労働省の資料より

介護保険の仕組み

37
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介護現場をよくする新人研修
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不適切ケアから学ぶ
接遇・マナー
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接遇・マナーを学ぶ意義

■介護現場では、例えばオムツ交換が上手でも、接遇・マナー
が悪いために、利用者・家族から喜ばれない、良い評価を得る
ことができないという場合があります。

■利用者や家族を大切に思うのであれば、それを適切に表現す
る方法を学ぶことも必要です。それが「マナー・接遇」と考え
て頂きたいと思います。

■相手が利用者・家族であれ、介護職であれ、他事業所の職員
であれ、「マナー・接遇」の本質は「相手の立場に立った配
慮」だと考えます。その心とともに、その心を言葉や行動で表
す具体的な方法も身につけて頂きたいと思います。

39



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

不適切ケアとは何か？

■基本「自分がしてほしくないことは、他人にもしない」

■要介護高齢者は、不快な気持ちを表現できない場合もある
→何も言わないからOKではない

■不安感や不快感がBPSD（行動・心理症状）を引き起こすことも

■不適切なケアとは？

例えば、不適切な言葉遣いと言われたら･･･

不適切ケアとは何か？

40
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説明

見学

本人

実施

先輩

確認 適切な言葉遣い　・　理由

1 □ □ □ ○○お願いしてもよろしいですか

2 □ □ □ しばらくお待ち頂けますか

3 □ □ □ すっきりされましたね

4 □ □ □
少しお待ち頂いてよろしいですか？すぐにお伺いし
ますね、～なので○分までお待ち頂けますか？

5 □ □ □
どうされましたか？、お手伝いしますのでしばらくお待
ち頂けますか？

6 □ □ □ どちらへ行かれますか？

7 □ □ □ 気持ち悪かったですね、お着替えしましょうか

8 □ □ □ ○○したかったんですね

9 □ □ □ ー

10 □ □ □ ー

11 □ □ □
今、トイレから出たところですが、尿意がありますか？
お腹の調子悪いですか？

12 □ □ □ ゆっくりどうぞ

13 □ □ □
脱水になるといけませんので、こまめに飲んで下さい
ね

14 □ □ □
こちらで拾いますから、大丈夫ですよ。ありがとうござ
います。

15 □ □ □ お口を開けて頂けますか？

不適切な言葉遣い

○○やって！、○○やってください

じっとしててください

（排便）いっぱい出たね、わーすごい！

ちょっと待ってて

（勝手に）立ったらだめ

（床に落ちたものを食べようと）汚いから食べない
で

あーんして下さい

危ないから立たないでください

パンツ汚しちゃって・・・

なんでこんなことするの！？

ちゃんと立って！重いでしょ！

私早く帰りたいから、ちゃんと食べて！

また（トイレに）行くの！？　本当に出るの？

早くしてください

水分とらないと死んじゃうよ

不適切な言葉遣い

41
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不適切ケアについて

・ナースコールに出ない

・ナースコールを押せない場所に置く

・気付かないフリをする

・訴えを無視する

・声を掛けられないくらい忙しそうにバタバタと動く

・声を掛けられないくらい疲れた表情をする

・声を掛けられないくらいスタッフ同士固まってしゃべる

・「だめだめ！」「危ない！」「座ってて！」

不適切ケア
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症状

不適切ケアが生む悪循環
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パーソンフッドが損なわれ、認知症の人と介護者の間に悪循環が起こる原因
となるものは「悪性の社会心理」と名付けられた。（下表）

不適切ケアが生む悪循環
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社会人としての接遇・マナー

■接遇とは？

１．挨拶
２．言葉遣い
３．身なり
４．表情・態度
（電話）

■接遇の目的

・相手に心地よく感じてもらうこと

・相手を不快にさせないこと

ただし、「相手」は人それぞれであることを理解する！

社会人としての接遇・マナー
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挨拶挨拶
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挨拶挨拶
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言葉遣い言葉遣い
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身なり身なり
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身なり身なり
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表情・態度表情・態度
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表情・態度表情・態度
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表情・態度表情・態度
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表情・態度表情・態度
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報告・連絡・相談
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表情・態度新人の心構え

榊原宏昌著 中央法規出版「おはよう21」H30.4増刊号「介護職1年生の教科書」より
56
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学生と社会人の違い
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介護現場をよくする新人研修

58

虐待・身体拘束防止
個人情報・プライバシー
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虐待とは何か

59

種類 内容 例
身体的虐待 ☑相手の身体にケガをさせること

☑ケガをする恐れのある暴力
☑つねる、叩く、蹴る
☑無理矢理食事を口に入れる
☑縛る（身体拘束が含まれる）

介護や世話の
放棄・放任

意図的であれ結果であれ
☑衰弱させるような著しい減食
☑⻑時間の放置
☑他者の虐待行為を知っていながら放置

☑水分や食事を十分に与えない
☑入浴しておらず汚れ、異臭
☑ゴミが放置など劣悪な環境
☑介護サービスを使わせない

心理的虐待 ☑著しい暴言
☑拒絶的な対応

☑怒鳴る、ののしる
☑失敗などを嘲笑する
☑子ども扱いする
☑無視する

性的虐待 ☑合意なくわいせつな行為をすること、
させること

☑キス
☑性器への接触
☑下半身を裸にして放置
☑排泄ケアの際にプライバシーを守らない

経済的虐待 ☑財産を不当に処分
☑不当に財産上の利益を得ること

☑必要なお金を渡さない
☑自宅などを無断で売却
☑年金や貯金を本人の意思や利益に反して使う

財団法人医療経済研究機構「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（平成15年度）
伊藤亜記「介護職が辞めない職場作り」（秀和システム） を参考に改編
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虐待の件数（高齢者）虐待の件数
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虐待と不適切ケア
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身体拘束とは何か

62



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

身体拘束はなぜ行ってはいけないか？

63

「○○があるから！」
です。
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■身体拘束の弊害
１．身体的弊害
・関節の拘縮、筋力低下、褥瘡、食欲低下、心肺機能低下、抵抗力低下等、
機能回復という目標と正反対の結果を招く。
・無理な立ち上がりによる転倒、ベッド柵の乗り越えによる転落、拘束具に
よる窒息等の大事故

２．精神的弊害
・不安、怒り、屈辱、諦め等精神的苦痛、認知症の進行、
・家族の後悔・罪悪感、職員が誇りを持てなくなる

３．社会的弊害
・介護保険施設に対する社会的不信、偏見、機能低下がさらなる医療を必要
とし経済的負担が重くなる

※プラス、根本的な問題解決につながらない！（例：ミトン手袋とかゆみ）

身体拘束はなぜ行ってはいけないか？
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身体拘束について

☑身体拘束がやむを得ないとされる３つの要件

１．切迫性 …… 危険にさらされる可能性が高い
２．非代替性 …… 他に介護方法がない
３．一時性 …… 一時的なもの

個人や数人の判断ではなく、あくまで「施設全体」での判断とし、
本人・家族に説明、理解、同意を得る。
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必要とされる記録について

☑緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書
（理由、方法、時間、心身の状況、解除の予定、同意欄）

☑身体拘束の記録
（内容、時間帯、特記事項）

☑経過観察、再検討記録→解除に向けた検討
（毎月の全体会議、身体拘束廃止委員会）
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個人情報について

■個人情報とは

・氏名、生年月日、連絡先、住所などの個人を識別する情報

・個人の心身の状況について、事実・判断・評価を表す情報

・文字情報だけではなく、写真や映像、音声も含む
特定の個人が識別できるもの

・家族の情報も含む
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介護事業所における個人情報について

看護・介護に関わるスタッフは、利用者様の生活環境や
家族構成、経済状況、生活歴などの生活に密接した情報を
容易に知りうる立場にいる。

もちろん、こうした情報は適切なサービスを提供するために
必要なものといえるが、その一方で慎重に扱うべき内容が
含まれている。（人に知られたくない情報が多くある！）

介護保険の運営基準でも「正当な理由がなく、その業務上
知りえた利用者又はその家族の秘密をもらしてはならない」との規定がある

守秘義務は、離職（退職）後にも課する「終身義務」とされている。
看護・介護の業務上知りえた情報は一生漏らしてはならない。
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ついつい、こんなこと…

☑同僚や家族・友達に、利用者や家族について話すことがある。
（家庭、喫茶店、居酒屋等）

☑お気に入りの利用者の様子を、自分の携帯電話で写メを取って
保存している。
（SNSも×）

☑介護に関する記録などを携帯電話の写メやUSBで、
家に持ち帰っている。

☑普通のごみと同じように、書類を捨てている

利用者の状況などをメモしたものを送迎中に落としたという事例
（○○さん便失禁多量、など）
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プライバシーについて

■プライバシーについて配慮が必要になる場面

排泄ケア……用をたす時には席を外す、不必要に露出しない

入浴ケア……できるだけ陰部を隠す、異性介助について配慮

居室…………ノックして一声かけてから入る
人の部屋（家）という認識
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介護現場をよくする新人研修
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チームケアの必要性
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チームケアの必要性

72

■24時間365日のリレー
→一人ではできない仕事
→ホウレンソウ、記録、情報の共有

■チームワークとは、
「共通目標」「役割分担」「協力」
→ただし、みんな異なる考えを持っていることが前提
→だからこそ「○○○○○」が重要！

■組織人として、
「規律性」「自主性」「協調性」
→職員同士のマナーも重要！
→リーダーシップ、メンバーシップ

■メンバー同士、お互いに喜びも苦労も分かち合う
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記録や申送りが不十分だったら…
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記録が必要な理由

74

①証拠としての記録 介護報酬の根拠
（サービスを行ったことを示す）

リスクマネジメント上の証拠
（安全上適切なケアを行ったことを示す）

②ケアの向上のための記録 理由・背景の共有

自らのケアを自覚する

利用者を気にかけるようになる

中⻑期での検討が可能になる
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何を記録するのか？
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■ケアプランに沿った記録

■状況＋対応＋反応
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介護現場をよくする新人研修

76

法令に基づくサービス提供
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法令に基づいたサービス提供

77

■人員基準・設備基準

■運営基準
・提供拒否禁止の原則
・ケアプランに沿ったサービスの提供
・サービスの提供の記録
・具体的取扱方針
→心身の状況にあったサービス、入浴週2回以上など

・非常災害時の対応
・衛生管理
・秘密保持

■介護報酬
あなたがお勤めの事業所は、1日（1回）いくらですか？
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お金を頂ける介護をしているか？

78

「お金を頂く介護」＝「○○」＝「○○○○○」

☑お金を頂ける食事介助
☑お金を頂ける排泄介助
☑お金を頂ける入浴介助
☑お金を頂ける移動・移乗介助
☑お金を頂けるレクリエーション
☑お金を頂ける声かけ
☑お金を頂ける見守り
☑お金を頂ける環境整備
☑お金を頂ける言葉遣い
☑お金を頂ける表情・態度
☑お金を頂ける身だしなみ
☑お金を頂ける送迎
☑お金を頂ける相談援助
☑・・・
☑・・・
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学び続けるのがプロ
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能
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介護現場をよくする新人研修
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おわりに
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少人数ケアの危うさ

81

☑小規模な事業所においてはケアをマンツーマンで行うことが多いので
先輩の方法を見て学ぶ機会が少なく、どんどん自己流になってしまう

☑入浴介助を集団ケアでなくマンツーマンでお一人お一人行うことは
とても丁寧でよい介護とされ、従来の大規模施設でのケアへの反省
から生まれたもの

☑しかし、職員の学ぶ機会を失っていることにも注意する必要がある。
入浴ケアに限らず、例えば居室内での移乗、1人夜勤、通所なら送迎など

☑先輩や上司と組んでケアをする機会が乏しいため、よいケアを学ベない
リスクがあることを把握しておく

☑一人でケアを行う場面が多いということは、モラルの低下にもつながり
かねない。手抜きができる状況、不適切ケアや虐待なども起こりやすい
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介護現場をよくする新人研修
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振り返り（ポイントと理由）

大事だと思うポイント 理由

１

２

３

■他の人の意見
大事だと思うポイント 理由

１
２
３
４
５
６

振り返り（ポイントと理由）
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■個人として

行動（いつ、何を） 理由

１

２

３

■他の人の意見
行動（いつ、何を） 理由

１
２
３
４
５
６

行動すること（個人・提案）
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講演・コンサルティング実績と主なテーマ
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著書・雑誌連載
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天晴れ介護サービスのオンライン企画

87

１．現場力強化シリーズ（管理者向け、ケアマネ向け、新人向けなど）
２．経営力強化シリーズ（事業経営実践塾等）
３．法定研修シリーズ（身体拘束、虐待、個人情報等）
４．ニュースまとめ（月１回のマンスリージャーナル、facebookライブ）
５．ビジネススキル（社会人として身につけておきたい基本）
６．マニュアル・データシリーズ（経営力向上に資するマニュアルやデータ）
７．テーマ別グループコンサルティング（5人限定）
８．個別相談会（無料、月5名程度）
９．セミナーダイジェスト（facebookライブにて）
10．対談シリーズ（facebookライブにて）

➢１回２時間程度
➢顔出し・名前出しなし！
➢セミナー終了後に「動画」と「資料」を
お送りしますので、当日都合が悪い方もご受講頂けます

➢法人内研修にもご活用頂けます
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1月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢1月6日（水）
21：00〜22：00 facebookライブ（12月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢1月16日（土）
15：00〜16：30 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
「介護事業所の健全経営のための人材育成の質の向上と効率化を同時に実現する具体策」
19：00〜21：30 新人研修１日集中講座（第１回）基礎編

➢1月23日（土）
15：00〜16：30 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
19：00〜21：30 新人研修１日集中講座（第２回）各論編【前編】

➢1月29日（金）
10：30〜12：00 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
13：30〜17：00 医療・介護・福祉業界で「個人」としてのキャリアを考える

第３回「副業について」
➢1月30日（土）
21：00〜22：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル1月号）



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

２月のオンライン企画（詳細はHPより）
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➢2月2日（火）
15：00〜16：30 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
「介護事業所の健全経営のための人材育成の質の向上と効率化を同時に実現する具体策」
21：00〜22：00 facebookライブ（１月のzoomセミナーダイジェスト）
※職場をよくする対話型リーダーシップ実践会限定

➢2月11日（木）
10：00〜12：30 新人研修１日集中講座（第３回）各論編【後編】

➢2月16日（火）
19：00〜21：30 2021年度介護報酬改定について

➢2月20日（土）
10：00〜11：30 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
21：00〜22：00 facebookライブ（マンスリー・ジャーナル２月号）

➢2月26日（金）
10：00〜11：30 法人向けオンライン＆動画研修プログラム説明会
13：30〜17：00 医療・介護・福祉業界で「個人」としてのキャリアを考える

第４回「組織で働く」
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介護現場をよくする新人研修
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